
開いていました。微粒子が陸奥湾の生物に何らかの

影響を及ばしたことは確かですが、この微粒子がい

つ、どこから来たのか問題が残りました。“いつ”起き

たか解くために、貝殻に何らかの痕跡がないかどう

か調べたところ、ほぼ湾内全体で同一時期に貝殻に

欠けた痕跡があり、その部分にポリドラが多数付着

していることが判りました。この時期がいつである

か、貝殻の成長量から推測したところ平成15年３

月10日前後であることが判りました。この頃に何

が起きたか？海況自動観測ブイのデータ等を検証し

たところ、湾外との海水交流は無いまま、湾口部か

ら東湾にかけて、鉛直循環流が形成されたと推測さ

れました。３月７日～８日にかけて、この時期とし

ては過去にないような低気圧が青森県太平洋沖を通

過し、それに伴って猛烈な“やませ”が吹いたことが

特徴的でした。さらに「この暴風雨の後に沖に泥が

見られ、ポリドラが多数付着するようになった」と

の証言が漁業者からありました。しかし、今回の微

粒子がどこから来て、どのようなメカニズムでホタ

テガイに衝突したかは実証することができませんで

した。このような事例はホタテガイの養殖が始まっ

て以来のことで、確率的にはなかなか起きることで

はないと考えられますが、いつまた起きるかを予想

することは今のところ不可能なことが実態です。
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「磯焼け」の定義と発生予測に始まったこの連載

では、ウニの食害や雑海藻の繁茂によって「磯焼け」

が持続してしまうこと、それらの要因を適切に除去

すればコンブ漁場に回復できることを説明してきま

した。今回は効率的な雑海藻除去方法について述べ

ます。

「ウニは海藻を食べ尽くす」、「雑海藻も海藻」の

ふたつを考え合わせれば、「ウニを利用して雑海藻

を除去しコンブ漁場に回復する」というアイデアに

思い至ります。実は、このような考えは以前からあ

り、また、雑海藻場にウニを放流して身入りを改善

する「移殖」は海峡や太平洋沿岸でも行われていま

す。しかし、コンブ漁場に回復させる手順が検討さ

れてこなかったため、漁場管理技術には活用されて

いません。そこで、このアイデアを実証するため、

まず、大間崎で近年増え続けている雑海藻であるツ

ルアラメで、試験をすることとしました。

キタムラサキウニは、県内では８月から10月に

かけて産卵、放精するため、秋には身となる卵巣や

精巣が最も小さくなります。身入りが回復期に向か

い、また、水温が低下し放流によるウニへのダメー

ジも低減する10月から11月は、１年のうちで最も

移殖に好都合な季節といえます。この時期に雑海藻

に放流するとして、いつウニを取り上げれば良いの

でしょうか？

答えを得るため、10月に大間崎地先にある５箇

所のツルアラメ群落に300個ずつウニを放流し、11

月から翌年の７月にかけて５回に分けてウニを取り

上げて身入りを調べ、また、ツルアラメの食べあと

の面積と食べ後に生えた海藻を観察しました。

この結果、ウニは放流直後から活発にツルアラメ

を食べ、このため、裸地面となった食べあとの面積

が順調に拡大する様子がみられました（図１）。し

かし、３月以降の観察では、新たにツルアラメを食

べた様子がなく、裸地面の形に変化がなくなりまし

た。また、試験区から採取されたウニは、３月まで

は210個以上と放流数の７割以上が採取されていた

のですが、５月以降には減少して100個前後、つま

り放流数の３分の１程度しか回収できなくなりまし

た（図２）。５月以降には、放流場所から数ｍ程度

離れたところで、ワカメやホンダワラ類などの流れ

藻を食べているウニがみられました。流れ藻は、大

間崎では海藻が十分に生長していない冬には少な

く、生長が進み生育量が大きくなった春以降に多量

にみられるようになります。この結果からは、流れ

藻の少ない冬にはツルアラメ群落を積極的に食べて

雑海藻を掃除してくれるものの、流れ藻が増える春

以降、食べ物が多様かつ豊富になり、試験区から移

動するウニが増えたため、雑海藻を掃除しなくなっ

たと考えられました。

総括主任研究員　桐　原　慎　二



ウニの身入りは、図３のとおり、取り上げた時期

が遅いもの、つまり、放流期間が長い方ほど高い値

となりました。身入りは、１月まではゆるやかに増

加し、その後直線的に増え続け、３月に約10％、

５月に約15％となり、７月には20％を超える高い

値を示しました。漁獲価値を持つウニの身入り水準

は、時期や地域によって異なりますが、下北沿岸で

は北海道産の出荷前にあたる３月には10％程度、

初夏には15％あれば販売されています。したがっ

て、ツルアラメ群落に放流したウニは、３月以降な

ら漁獲して販売できると考えられました。

ウニがツルアラメを食べたあとにできた裸地面に

は、海藻、特に、マコンブが生育したものがありま

した（表１写真）。11月と１月にウニを取り上げた

試験区では、取り上げ時にはマコンブが認められな

かったものの、５月以降の観察では食べあと部分に

マコンブが密生しました。３月に取り上げた試験区

では、取り上げの時に幅が２-３cm、長さ20cm前
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表１　10月20日に300個のウニを放流し12月から翌年７月にウニを取り上げた５つの試験区の状況．

図１　ウニによるツルアラメ群落の食べあ
との面積の変化．矢印はウニ取り上
げ時期．試験区の記号は表１参照．

図２　ツルアラメ群落中の５つの試験区に放流したウニの

回収個数および回収率．矢印は放流時期．

図３　ツルアラメ群落に放流したウニの

身入りの変化．矢印は放流時期．



後の若いマコンブが生育し、それにウニが群がる様

子が観察されました。この試験区では、マコンブは、

１月以前にウニを取り上げた試験区に比べると、そ

の食害をより長く受けたため少ないものの、５月以

降にもマコンブが生育しつづけました。これに対し

て、５月と７月にウニを取り上げた試験区では、３

月にはマコンブが生育していたのですが、各々のウ

ニの取り上げ時にマコンブはなく、すでに食べ尽く

されたものと考えられました。大間崎では、11月

から１月にかけてマコンブの胞子が海中に放出さ

れ、２月から３月にかけて目に見えるサイズにまで

生長します。これ以降にはマコンブが発生してくる

ことはありません。

以上の結果から、秋にツルアラメ群落に放流した

ウニは、３月頃に取り上げると、食べあとが広く形

成され、そこにはマコンブが発

生、生育し、さらに、ウニが漁

獲できる水準にまで身入りする

ことが分かりました。従来から

ある空ウニを雑海藻場に放流し

て身入りを高めるウニ移殖を一

石二鳥とするならば、「適切な時

期にウニを取り上げる」ことさ

えすれば、コンブ漁場回復とい

うもう一羽の鳥をも落とせるこ

とになります。まさに一石三鳥

の技術と言えますが、本当に、

この方法で２年目マコンブ、つ

まり「ダシコンブ」を収穫でき

るか、次にウニの放流数を増や

して２年間追跡することとしま

した。

大間崎地先のツルアラメ群落に、殻径5.2cmの空

ウニ600個を11月16日に放流しました。放流３か

月後の２月には、図４（写真）に示したように、半径

約３ｍの範囲のツルアラメが食べられ裸地面となり

ました。この部分だけみると、佐井村などにみられ

る「磯焼け」漁場のようです。４月６日には、放流場

所から４ｍ－6.5ｍの範囲にある34㎡のツルアラメ

群落が食べられ、そこには若いマコンブが発生、生

育しました。このときに、ウニを取り上げましたが、

放流数の65％に当たる388個が回収され、重量が

29kgありました。また、身入りは14.8％あって、

十分に売り物になることが確かめられました。ツル

アラメの食べあとに生えたマコンブは、その後も生

長したので、放流の翌々年のコンブ漁直前にあたる

７月15日に食べあとに生えた海藻を刈りとってみ
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図４　ウニを利用した雑海藻除去とコンブ漁場回復方法

表２　ウニがツルアラメ群落の食べあとに生えた海藻と試験場所周辺に

生育する海藻の比較（2000年７月15日）．

コ ン ブ 類

ホンダワラ類

その他の海藻
海 草 類

計

ワ カ メ
ス ジ メ
ツルアラメ
マ コ ン ブ
ジョロモク
ジョロモク
フシスジモク
フシスジモク
ホンダワラ
ア カ モ ク
ノコギリモク
ヨ レ モ ク

ス ガ モ

１ 年 目
１ 年 目

２ 年 目
１ 年 目
２齢以上
１ 年 目
２齢以上
１ 年 目
１ 年 目
２齢以上
１ 年 目

2,732

3.9
389

285

29.2

78.5
422

3,939.4

349

2
5

2

1

83.1
8.7
126
1,675
6.2
81
11.2

35.7
70.5

0.3
38
258

2,393.0

1
1
35
4
8
2
3

7
19

1

種 年　齢 密度
本／㎡

生育量
ｇ／㎡

ウニの食べあと
密度
本／㎡

生育量
ｇ／㎡

試験場所周辺

ツルアラメは葉の枚数
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薬 事 法 の 改 正

薬事法という法律を聞いた事がありますか？

ご承知の方もあると思いますが、この法律は医薬

品、医薬部外品、化粧品及び医療器具の品質、有効性

及び安全性を確保するために必要な規制を行うとと

もに、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療

用具の研究開発の促進のために必要な措置を講ずる

ことにより、保健衛生の向上を図ることを目的とし

た法律です。この中に水産業も関係のある動物用医

薬品（水産用医薬品）の使用に関する規制も含まれ

ています。

最近、食品の安全性が重視されるようになり、それ

に伴ってこの薬事法の一部が改正され、平成15年

６月11日に公布、同年７月30日に施行されました。

その中で大きく変わったところは、医薬品の自

己製造、個人輸入の禁止と未承認医薬品の使用の

禁止、そして罰則が強化されたことです。

未承認医薬品とは承認を受けていない薬剤で医薬

品として使用されているものです。水産で当てはま

るものとしては、例えば寄生虫の駆除に使用される

ホルマリン、サケ・マスの受精卵の管理時に水カビ

防止対策として用いられるマラカイトグリーン、

「工業用○○」、「食品用○○」、「研究用○○」等が、

それにあたります。また、承認を受けた医薬品と同

一の有効成分のものであっても、未承認の薬品は使

用できません。これは過酸化水素が有効成分となっ

ているハダムシの駆虫剤であるマリンサワーと同じ

成分の工業用過酸化水素や食品添加物用過酸化水素

等がそれにあたります。

これに違反した場合には、罰則がこれまでの「一

年以下の懲役もしくは五十万円の罰金に処し、又は

これを併科する」から、「三年以下の懲役もしくは

二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」

に変わり、罰則が強化されました。

薬事法関連省令の改正

薬事法の改正に伴い関連省令も改正され、動物用

医薬品等取締規則の一部改正により対象動物はブリ

やマダイ等の11魚種から「食用に供するために養

殖されている水産動物（魚卵・稚魚を含む）。」と拡

大規定されました。つまり、全ての食用養殖水産

動物に適用されることになります。未承認医薬品

の禁止も全魚種となります。ちなみに、ここでいう

「養殖」とは漁業法（昭和24年法律第267号）上の

区画漁業権に基づく養殖のほか、いわゆる陸上養殖

（公共水面以外で行われる養殖活動及び増養殖用の

種苗生産等）をも含むものとされていますので、ご

注意ください。

また、すでに関係機関には連絡済ですが、抗生物

魚類部　総括主任研究員　松　坂　　　洋

ました（表２）。この結果、食べあとに生えた海藻

の７割にあたる1.6kg／㎡が２年目マコンブでした。

２年目マコンブは、㎡あたり４本生育し、葉の部分

の長さが２ｍ、幅が17cmあって、ダシコンブとし

て収穫することができました。同時に、試験場所周

辺の海藻を調べましたが、マコンブは生育せず、ツ

ルアラメや多年生のホンダワラ類などの雑海藻が広

がり、試験開始時つまり２年前と区別がつきません。

したがって、漁場管理の手を加えない限り雑海藻場

は雑海藻のまま取り残されると考えられます。

以上の調査を通じて、ウニを利用してツルアラメ

を除去しコンブ漁場に回復できることが確かめられ

ました。ツルアラメは、ウニにとってマコンブと変

わらないほどの栄養価があることが、水槽実験で調

べられています。ウニはツルアラメ除去にうってつ

けと言えるでしょう。一方、大間崎地先には、有節

石灰藻やスガモ、ホンダワラ類などツルアラメ以外

にも多くの雑海藻が、かつてコンブ漁場とされてい

た海底を覆っています。これらの海藻でも、ウニが

上手に掃除してくれるのでしょうか？また、身入り

が改善するのでしょうか？次回の最終回では、この

答えと合わせて放流水深の検討結果について報告し

たいと思います。


